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令和 8 年度沖縄市空家等対策推進計画改定業務委託に係る 

プロポーザル企画提案書等作成要領 

 

１.基本事項調書（様式２） 

基本事項調書は（様式２）の各項目に沿って記入すること。 

（１）会社実績として記載する同種・類似業務の概要は、最大 10 件までとする。また、実績

が複数ある場合、業務名称欄に番号を付番すること。 

（２）共同企業体の場合、会社概要、会社実績、本業務従事者の資格・経歴等は各々の会社で

作成すること。 

（３）本業務従事者の資格・経歴等は、担当者ごとに作成すること。また、同種・類似業務経

歴は最大 1０件までとする。 

 

２.企画提案書 

（１）様式等 

①企画提案書は企業名（共同企業体の構成員も含む）や企業が特定される内容（具体的な

会社名、技術者名、過去に計画・設計した建築物の名称、過去に受注した業務の名称等）

は記載しないこと。 

②用紙の規格は、Ａ３サイズとする。ページ数は５ページ（片面刷り）以内とし、三つ折

りとする。なお、最終ページには業務スケジュールを示すこと。 

（２）記載項目等 

①別紙、「令和 8 年度 沖縄市空家等対策推進計画改定業務委託 仕様書（以下、業務委託

仕様書）」の業務内容に基づき、企画提案内容について詳細かつ具体的な内容を記載する

こと。また、仕様書の項目に拘束されることなく、具体的な提案や自由な発想による効

果的、効率的な提案をしても良い。 

②本業務についての実施体制や従事者の役割分担を記載すること。 

③図表やイラストの使用も可とする。 

 

３．提案仕様書（様式３） 

（１）様式等 

①提案仕様書は企業名（共同企業体の構成員も含む）や企業が特定される内容（具体的な

会社名、技術者名、過去に計画・設計した建築物の名称、過去に受注した業務の名称等）

は記載しないこと。 

②用紙の規格はＡ４サイズとし、任意様式とする。ページ数の指定は無いものとするが、

簡潔に記載すること。 

（２）記載項目等 

①企画提案についての具体的な内容を記載すること。業務委託仕様書、第 10 条業務内容 

(1)～(11)の内容に拘束されることなく、具体的な提案や自由な発想による効果的、 効

率的な提案をしても良い。また、本業務は個人情報を取り扱うため、個人情報を適切に

取り扱える体制であることを説明すること。 
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②提案仕様書は文字（箇条書きや文章）のみで作成とし、図表やイラストの使用は不可と

する。 

③提案仕様書は仕様書に記載の無い提案項目や、仕様書に記載はあるがその仕様について

の追加項目などについて、提案者の企画提案に基づく部分を中心に記載すること。基本

的に仕様書に記載の内容と重複しないこと。ただし、表現上必要なものはこの限りでは

ない。 

 

４.参考見積書 

参考見積書は、本業務に要する費用を記入すること。 

（１）提案上限額 

本業務に要する提案上限額は 11,935,000 円（消費税及び地方所費税相当額を含む） 

なお、参考見積書の金額が、設定された提案上限額を超過した場合は失格とする。 

また、税率は 10％としている。 

（２）仕様書の業務内容や企画提案書及び提案仕様書の内容に応じた見積内訳も添付すること。 

 

５.提出書類 

 （１）参加申込受付時 

   ①参加申請書（様式１）                            …原本１部  

   ②基本事項調書（様式２）                          …原本１部 

   ③基本事項調書（様式２）の会社実績の添付書類として、実績業務のテクリス等の写し、

契約書の写し等                                      …１部 

   ④基本事項調書（様式２）の本業務従事者の資格・経歴等の添付書類として、実績業務の

テクリス等の写し、契約書の写し等、資格証の写し      …１部 

    ※上記③・④で重複するものは合わせて１部でよい。 

 （２）企画提案書提出時 

   ①企画提案（任意様式）                              …12 部 

   ②提案仕様書（任意様式）                            …12 部 

   ③参考見積書                                      …原本１部 

（３）その他 

   ①質問書（様式４）             …メールにて提出 ※必要に応じて提出 

   ②参加辞退届（様式５）              …原本１部 ※必要に応じて提出 

（４）共通事項 

   上記（１）～（３）は各資料ごとにクリップ止めを基本（ホッチキスは不可）とし、そ

れぞれの提出期間内にまとめて提出すること。  


